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   市職員による狭山市基地対策協議会補助金の事務執行に係る調査特別委員会設

置に関する決議について 

 

 狭山市議会会議規則第１４条の規定により、標記のことについて別紙のとおり決議す

る。 
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市職員による狭山市基地対策協議会補助金の事務執行に係る調査特別委員会設

置に関する決議 

 

１ 審査事項 

 本議会は、市職員による狭山市基地対策協議会補助金の事務執行に関して調査するも

のとする。 

 

２ 特別委員会の設置 

 本審査は、地方自治法第１０９条及び狭山市議会委員会条例第６条の規定により、委

員８名からなる市職員による狭山市基地対策協議会補助金の事務執行に係る調査特別

委員会を設置して、これに付託するものとする。 

 

３ 審査の期限 

 上記の特別委員会は、１に揚げる事項について、議会がその調査終了を議決するまで、

閉会中もなお活動できるものとする。 

  

以上、決議する。 

 

  令和８年３月  日 

                       

                       埼 玉 県 狭 山 市 議 会 

別紙 


